
議案第1 7号

三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正について

次のとおり三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正することについて､地方自治法(昭和22年法律第67号)第96

条第1項の規定により､本議会の議決を求める｡

平成16年3月12日

三朝町長　　　吉　　　田　　　秀　　　光

平成1 a,牢3月25日原審可決

三朝町議会議長恩昇　子匡∃

三朝町条例第　号

三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の
一部を改正する条例

三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和

45年三朝町条例第3号)の一部を次のように改正するo

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分(以下｢改正表｣という｡)

に対応する同表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分(以下｢改正後表｣と

いう｡)が存在する場合には､当該改正表を当該改正後表に改める｡



改正後 劔刮�ｳ前 

別表(第2条､第5条関係) 劔剳ﾊ表(第2条､第5粂関係) 

区分 兩��,ﾈｧ｢�内国旅行の旅費 � ��区分 兩��,ﾈｧ｢�内国旅行の旅費 � 

在勤地以外 俤ﾘｼ�&�>��劔在勤地以外 俤ﾘｼ�&�>��

監査委 亳8檍,ﾈｶ8醜,ﾈ*H+�*�.r�三朝町特別職 の職員で常勤 倆I,�,ﾈ��N��刳ﾄ査委 亳8檍,ﾈｶ8醜,ﾈ*H+�*�.r�三朝町特別職 の職員で常勤 のものの給与 倆I,�,ﾈ��N��
負 ��僖8+8.ｨ+ﾘ効蹴�ﾈ隗｣3"ﾃ���冷��ﾊ�/�tﾈ+x.倆(,ﾈ*H+��*�.y�僖8+8.ｨ+ﾘ効蹴�ﾈ隗｣Cづ���冷�劔負 ��僖8+8.ｨ+ﾘ効蹴�ﾈ隗｣3Bﾃ���冷��ﾊ�/�tﾈ+x.倆(,ﾈ*H+��*�.y�僖8+8.ｨ+ﾘ効蹴�ﾈ隗｣S�ﾃ���冷�

教育委 ��Y+r�劔教育委 ��Y+r�

負 佇隗｣S2ﾃ���冷�劔負 佇隗｣Sbﾃ���冷�及び旅費に関 乂ｨｷ�-�?ｩ9b�

委員長職務代理者 劔刪ﾏ員長職務代理者 �+x.���~�胤｢�1日につき 
月額39,000円 劔剏至z41,000円 刎�CYD鞴�*�*ﾂ�1,300円の 

委員 月額36,000円 劔刪ﾏ員 月額38,000円 ���~��cXﾘb��X,亢ｹ.�+x.几r�N��旅費 

農業委 ��+r�劔農業委 ��+r�

負 佇隗｣S2ﾃ���冷�檠+y�Yk��9yﾘ�"�ﾈ隗｣3津���冷�効蹴�ﾈ隗｣3bﾃ���冷�劔負 佇隗｣Sbﾃ���冷�檠+y�Yk��9yﾘ�"�ﾈ隗｣C�ﾃ���冷�効蹴�ﾈ隗｣3づ���冷�

選.挙管 ��Y+r�劔選挙管 ��Y+r� ��

理委員 �?ｨｧ｣rﾃ���冷�効蹴�?ｨｧ｣bﾃ���冷�のものの給与 及び旅費に関 する条例(昭 和45年三朝町 条例第5号) に規定する旅 劔理委員 �?ｨｧ｣づ3��冷�効蹴�?ｨｧ｢ﾓbﾃC��冷�

略 凛｢�劔略 凛｢�



法律又 はこれ に基づ く政令 で定め られた 附属機 関の委 員その 他これ に■類す る構成 負 �?ｨｧ｣Rﾃ���苓�ｲ�費 乂｢� ��法律又 はこれ に基づ く政令 で定め られた 附属機 関の委 員その 他これ に類す る構成 負. �?ｩU�ﾃ3��冷�同上 倆I,�,ﾈ碁N��ｮr� 

条例.で 定めた 附属機 関の委 員その 他これ に類す る構成 負 �?ｨｧ｣Rﾄ���冷�劔条例で 定めた 附属機 関の委 員その 他これ に類す る構成 負 �?ｨｧ｣Rﾃ3��冷�

地区公 民館長 佇隗｣#"ﾃ���冷�三朝町職員等 の旅費に関す る条例(昭和4 5年三朝町条例 第67号)に規 定する旅費 �:��2�剪n区公 民館長 佇隗｣#"ﾃ���冷�三朝町職員等 の旅費に関す る条例､(昭和4 5年三朝町条例 第67号)に規 定する旅費 �:��2�

体育指 導重点 僖隗｣Cづ���冷�劔体育指 導委員 僖隗｣S�ﾃ���冷�

人権教 育推進 負 佇隗｣�c�ﾃ���冷�劔人権教 育推進 負 佇隗｣�s�ﾃ���冷�

略 凛｢�劔略 凛｢�



附　則

(施行期日)
1　この条例は､平成16年4月1日(以下｢施行日｣という｡ )から施行する｡
(経過措置)
2　この条例による改正後の三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表内国旅行の旅費の欄の規定は､
施行日以後に出発する旅行から適用し､同日前に出発した旅行については､なお､従前の例による｡


